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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

 令和 ５ 年１２月２２日 

薩摩川内市議会総務文教委員会  

委員長  徳 永 武 次    

Ⅰ 今定例会の付託事件等  

１ 委員会の開催日  

   １２月１３日 

２ 付託事件及び審査結果  

 ⑴ 議案第１２２号 薩摩川内市奨学金返還支援基金条例の制定について  

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑵ 議案第１２３号 薩摩川内市産業人材確保・移住定住戦略基金条例の制

定について 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑶ 議案第１２４号 甑島辺地に係る総合整備計画の変更について  

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑷ 議案第１２５号 薩摩川内市自治基本条例の一部を改正する条例の制定

について 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑸ 議案第１２６号 薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例の一

部を改正する条例の制定について 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑹ 議案第１２７号 和解するについて 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑺ 議案第１４８号  薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 ⑻ 陳情第１５号  政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情 

本陳情は、委員から「陳情に記載されている政党機関紙購入の勧誘、強  

   制等の行為が庁舎内で確認されているのか」との質疑があり、当局から  

「庁舎等管理規則に基づいてなされており、苦情の声は届いていない」旨  

の回答があった。 

その後、陳情の取扱いについて協議し、採決を求める意見があったこと 

から討論に入った。本陳情に対する討論はなく、起立者なしにより不採択 

とすべきものと決定した。  

３ 所管事務の調査結果 

各課所の事務について所管事務調査を行った。なお、調査の過程において

述べられた意見・要望の概要は、次のとおりである。 

⑴ 休日における部活動の地域移行については、令和８年度の完全移行に向  
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け、地域においても取組が浸透するよう、スポーツ推進委員を活用しなが 

ら、人材バンクの拡大を進めるとともに、本市に合った体制の確立に努め 

られたい。 

⑵ 公立小中学校におけるトイレの洋式化が進んでいないことについて、不 

 登校の要因の一つとしても考えられることから、整備目標としている令和 

９年度よりも更に前倒しして８０％の整備率に達するような方策を検討さ 

れたい。 

Ⅱ 継続審査の付託事件 

 １ 付託事件 

   請願第 ６ 号 「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための

経済的支援制度の確立を求める意見書」の提出を求める請願

書 

 ２ 付託の時期 

   令和５年第３回薩摩川内市議会定例会（令和５年９月５日） 

 ３ 委員会の開催日 

   ９月８日、１２月１３日（委員会２日間）、１０月２７日、１１月２１日  

  （現地視察２日間） 

 ４ 審査の経過及び結果  

  ⑴ ９月８日、紹介議員に請願の趣旨について説明を求めた後、当局から本 

市における不登校児童生徒の実態等に関して、補足説明を受けた。  

委員から「不登校児童生徒は、どのような暮らしをしているのか」との  

質疑があり、当局から「子どもによって、登校状況、フリースクール等の  

施設の利用状況は様々である」旨の回答があった。また、委員から本市に 

おける不登校児童生徒の近年の推移に関する質疑があり、当局から「増え  

ているのが現状であり、コロナ禍により学校での交流活動ができなくなっ 

たことに伴う子どもたちの学ぶ意欲の低下、学校に通わせることだけが選  

択肢ではないという多様な考え方等が原因と分析している」旨の回答があ  

った。 

その後、本請願の取扱いについて協議し、継続審査とすることとした。 

  ⑵ 請願の審査に当たり、フリースクールの現場の声を聞くため、次の現地 

調査を行った。 

   ア １０月２７日、児童発達支援・放課後等デイサービス  柔道療育ハピ 

ネスの現地調査を行い、施設における取組、不登校児童生徒の様子等に 

ついて説明を受けた。 

 イ １１月２１日、サークルだんでらいおんの現地調査を行い、組織の概 

要及び立ち上げた経緯、子どもが不登校となった際の状況等について説 

明を受けた。 

⑶ １２月１３日、本請願の取扱いを協議し、採決を求める意見があったこ 

 とから討論に入った。本請願に対する討論はなく、採決の結果、起立多数 

 により採択すべきものと決定した。  
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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

 令和 ５ 年１２月２２日 

薩摩川内市議会総務文教委員会  

委員長  徳 永 武 次    

１ 委員会の開催日  

  １２月１３日 

２ 付託事件及び審査結果  

⑴ 議案第１３７号 令和５年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち本委員会

付託分 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑵ 議案第１５０号 令和５年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち本委員会

付託分 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


